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首都TOKYO障害者就労支援 行動宣言

          

地域で生涯にわたって安心して働ける

地域の就労支援ネットワークを
構築します。

行動 1( )  
 

 1  

 

　都内全域を６ブロック（城北、城東、城南、多摩北部、多摩南部、多摩西部）に分
け、就労支援機関のネットワークを構築、強化します。
　障害者就業・生活支援センター（※１）は、各ブロック毎に１か所設置し、すべて
の区市町村で区市町村障害者就労支援センター（※２）を実施します。
　障害者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、ハローワーク、区市
町村障害者就労支援センター、特別支援学校、地元の商工機関等が連携し、障害者一
人ひとりの就労を支援していきます。

※１　障害者就業・生活支援センター
「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、「障害者雇用促進法」と言います。）に基づき、雇用、
保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれ
に伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。　　　　　　　　

※２　区市町村障害者就労支援センター
障害者の就職を支援するとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において
就労面と生活面の支援を一体的に提供しています。

（東京労働局、ハローワーク、就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都、東京都教育委員会）
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行動１を具体化する事業
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障害者のライフステージを通じた
就労を支援します。

行動 2

　障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就
労支援機関は、障害者の就職への支援はもとより、就職後も定期的な職場訪問などに
より職場定着支援や働く障害者に対する生活支援をしています。中途障害者や中途退
職した障害者の再就職についても同様の支援をしています。
　また、今後、「福祉から企業へ」だけでなく、障害者が定年等で企業を退職した後
の福祉施設への移行など、「企業から福祉へ」も円滑に移行できるように支援をして
いきます。
　このようにして、障害者本人や家族が安心して企業就労にチャレンジし、企業も安
心して雇用に踏み切ることができるよう、地域の就労支援機関が、障害者のライフス
テージを通じて継続的に支援していきます。
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行動２を具体化する事業

連携プログラム　2018



首都TOKYO障害者就労支援 行動宣言

19

          

職業的自立を支援する職業教育を
充実します。

行動 3

職業に向けた準備へのバックアップ

　都立特別支援学校においては、高等部生徒の自立と社会参加を目指し、これまで、
民間企業等からの技術講師の導入などにより、実践的な職業教育の習得を図り、近年
では卒業生の約４割が一般就労しています。
　今後は、小学部からのキャリア教育の充実に努めるとともに、障害の状態に応じた
就業体験の機会の確保や実習先・雇用先の開拓を進める新たなシステムを構築するな
ど、職業的自立を支援する職業教育を充実します。

生徒全員の企業就労をめざす
知的障害特別支援学校高等部において、職業教育を主とする専門学科を開設

【就業技術科】
　習得した知識と技能及び就労先での経験を基に、職責の範囲内で自ら判断し、職務
を遂行する能力を育成することをねらいとする学科
永福学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 19 年度開設
青峰学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 21 年度開設
南大沢学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 22 年度開設
志村学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 25 年度開設
水元小合学園　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 27 年度開設

【職能開発科】
　就労先で求められる知識と技能を修得し、任された職務を正確に遂行できる能力を
育成することをねらいとする学科
足立特別支援学校　　　　　　　　　　　　　　　平成 26 年度開設
港特別支援学校　　　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年度開設（予定）

（東京都教育委員会）
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行動３を具体化する事業
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障害者ニーズ・企業ニーズに
応じた職業訓練を実施します。行動 4

　障害者の雇用を促進するため、障害者のニーズ、企業のニーズに対応した職業訓練
を実施していきます。

　○東京障害者職業能力開発校での訓練の充実
　身体障害者を対象とした、ビジネスアプリ開発科、ビジネス経理科、医療総合
事務科などの訓練科目を設置するとともに、知的障害者を対象とした、実務作業
科を設置しています。
　さらに、平成２５年度には精神障害者・発達障害者を対象とした、職域開発科
を設置しました。平成２７年度には、個別的な対応や短期的な訓練から始めるこ
とが望ましい身体障害者・精神障害者・発達障害者を対象に、訓練期間が３カ月
の就業支援事務科を設置しました。

　○都立職業能力開発センター（一般校）での訓練の充実
　中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開発センター、城東職
業能力開発センターにおいて、知的障害者を対象とする実務作業科を設置してい
ます。

　今後とも、アンケート調査等を活用しつつ、障害者及び企業のニーズに応じた科目
開発、訓練内容の見直し等を進め、訓練の充実を図っていきます。

（東京都）

障害者のニーズ、企業のニーズに
応じた職業訓練を実施します。
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企業等での訓練・実習の場を
拡充します。行動 5

　企業等での実習は、多数の企業等の協力により、特別支援学校や各機関での職業教
育において、大きな成果を収めています。今後、新たに障害者雇用に取り組む企業が
増えることが予想され、企業と障害者のマッチングを図るためにも実習の重要性はさ
らに増すと考えられるため、企業にとってはさらに実習が受入れやすく、また、障害
者にとってはさらに参加しやすい仕組みにしていきます。
　あわせて、障害者委託訓練では、企業をはじめ社会福祉法人、 NPO法人等の多様
な委託先で職業訓練を行っていますが、精神障害者、発達障害者を含めて、７００人
の訓練を実施しています。今後とも、ハローワークとの連携や企業ＯＢ等のコーディ
ネーターの活用などを進め、多様な委託先を開拓して、訓練の充実を図っていきます。

（ハローワーク、東京都、東京しごと財団、東京都教育委員会）
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行動５を具体化する事業
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福祉施設においてキャリアカウンセ
リングを実施します。

行動 6

「福祉施設から企業へ」向かう流れ

　都内には、福祉施設における就労の場として、障害者総合支援法に基づき就労移行
支援事業、就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）を運営する施設があります。
　これらの福祉施設から企業への就労移行に向けて、利用者の働く意欲や力量を適切
に判断して支援するとともに、区市町村障害者就労支援センターへの地域開拓促進
コーディネーターの配置を進め、福祉施設や利用者本人、保護者などに積極的に働き
かけ、働く意欲のある障害者を企業就労へとつなげていきます。
　また、東京労働局においては、地域の関係機関の意見を踏まえ、企業での雇用につ
いての就労支援機関や特別支援学校等における理解促進及び職場実習を推進し、福祉、
教育、医療から雇用への移行を進めます。

（東京労働局、福祉施設、就労支援機関）

企業で働く意欲のある障害者を
一般就労へつなげます。

「福祉施設等から企業へ」向かう流れ
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行動６を具体化する事業

連携プログラム　2018




